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研究成果の概要（和文）：市場経済移行諸国の行政法の法典化と行政法に及ぼすその影響を比較行政法の視角か
ら分析・検討した。これら諸国では行政法の法典化が ブームとなり、行政通則法（行政手続法、行政訴訟法
等）が制定された。この法典化は、行政法の「トリアーデ」（行政法の「理論―実務―制度」という三要素の相
互対立・補完による行政法の発展）の創造の前提条件となった。しかし、行政法発展の分岐、すなわち、「トリ
アーデ」を構築し西欧（含む日本）と同様の行政法発展の道に入った国（ラトビア）もあれば、「トリ アー
デ」の生成過程にあって、独自の行政法発展の道を進む国（アジア市場経済移行諸国）もあることが解明され
た。 

研究成果の概要（英文）：The codification of the administration law of transition countries and its 
influence on the administrative law were analyzed from the perspective of the comparative 
administration law. In these countries, the codification became a boom, and the General 
Administrative Laws (the Administrative Procedure Act, the Administrative Litigation Act, etc.) were
 enacted. This codification was a precondition for the creation of "Triade" in administrative law 
(the development of administrative law by the mutual conflict and complement of the three Elements 
(theory-practice-institution). However, there is a divergence of administrative law development, 
that is, there is a country (Latvia) that has built “Triade” and entered the same Orbit of 
administrative law development  as Western Europe, it is in the process of generating “Triade”. It
 has been clarified that there are also countries (Asian transitioning countries) that are going 
their own orbit of developing administrative law.

研究分野： 行政法
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究では、「法治主義の単線的発展モデル」ではない「『法治主義』の複線的発展モデル」に属する行政法の
「進化」を追究した。西欧へのキャッチアップをめざし基本的にこれを達成した日本行政法の歴史（単線的発展
モデル）が知らない「もう一つの『法治主義』の発展」の徴候を提示した。そして、法治主義が有するその多様
性とその独自の発展可能性を説くことで、比較行政法に新たな視角を提供した。とくに、市場経済移行諸国に伝
統的な適法性監督のなかに生まれる私人の権利救済へと向かう「徴候的な変化」を明らかにすることで、適法性
監督による権利救済という、日本行政法学が看過しがちなもう一つの権利救済アプローチへの関心を促した。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
本研究は、市場経済移行諸国における行政法の法典化とその行政法に及ぼす影響を追究するも
のであった。この研究を始めた時期、これらの諸国では行政法の法典化がブームとなっており、
この法典化によって、西欧・日本と同様の行政通則法ができれば、当該国の行政法は刷新され
るものと想定していた。また、研究代表者・分担者は、JICA・法務省による「行政法整備制度
支援」に加わったり、名古屋大学アジア サテライトキャンパス学院で受け入れた法律家を指導
したりすることを通して、市場経済移行諸国の 行政法、とくに行政手続法、行政不服審査法、
行政訴訟法という三つの行政通則法の法典化支援と それを使いこなす法曹人材の要請にも取
り組んできた。このような研究対象諸国における行政法改革の動向およびそれを支援する実践
的活動を背景にして、基盤研究（B）「グローバルおよび公私 共同ガバナンス空間における新
しい行政法の生成」（平成 25 年―27 年度）および本研究が採択されることで、この実践と接合
させた理論研究 に取り組んできた。 
 
２．研究の目的 
市場経済化とともに始まった法典化は、近時、民法等の私法から行政法分野へと進んでいる（市
場経済化を促す行政法の法典化）。そして、この法典化は、日本の JICA、法務省、名古屋大学、
ドイツの GIZ 等がコミットしており、グローバルな空間において、ドナーとレシピエントが協
働する法典化が進んでいる（グローバル空間と接合した行政法の法典化）。また、法令、判例の
集積と法理論の確立を経て法典に至るというプロセスを前提に考えられてきた法典化の「常識」
が通用せず、「行政法事始め」として、まずは法典化ありきという法典化である（法令判例の集
積と法理論を欠いた行政法の法典化）。本研究は、市場経済移行諸国において、こうした看過し
てはならない三つの制約条件のなかで進む行政法の法典化が、その国の行政法にどのような影
響を及ぼし、そして、日本の比較行政法にいかなる見直しを迫っているかについて追究するも
のであった。 
 
３．研究の方法 
（1）本研究は、行政法制度整備支援等の実践を踏まえて新たな比較行政法理論を構築すること
をめざすものであり、この点で、他の研究にはみられない以下のような独自の研究方法を用い
て実施した。 
（2） 第一に、日本の行政法は、比較行政法といえば、これまで西欧中心の比較法研究であり、
本研究が対象とする市場経済移行諸国の行政法を扱うことはまれであった。本研究は、これま
で日本の行政法がその視野に入れてこなかった市場経済移行諸国の行政法に研究の対象を広げ、
かつ、その焦点をあてることで、そこにおける行政法の変化について、行政法制制度整備支援
の実戦経験を踏まえて、独自の追究を行うものである。 
（3） 第二に、日本の行政法は、自らの歴史を踏まえて想定してきた行政法発展モデル（法治
主義の単線的発展モデル）について、これを「普遍的発展モデル」と位置づけて、市場経済移
行諸国や発展途上諸国の行政法の歴史や現状をみる場合も、この「普遍的発展モデル」を「も
のさし」として、その歴史や現状をみてきた。しかし、本研究は、この「普遍的発展モデル」
を相対化して、もう一つ の行政法発展モデル（「『法治主義』の複線的発展モデル」）を設定し、
これに属する市場経済移行 諸国の行政法、とくに、法典化（制度づくり）を終えたこれらの諸
国の行政法の理論と実務（裁判例） の問題群に焦点をあてるアプローチを用いた研究方法をと
った。 
（4）上記の「普遍的発展モデル」を用いることで、日本の行政法が看過しがちであった市場経
済移行諸国における行政法の動きと変化、とくに、法典化後の理論と実務（裁判例）の動きと
変化について、これを「複線的発展モデル」が妥当する行政法のもう一つの発展として描くた
めに、行政法の「トリアーデ」（行政法の理論―実務―制度）の生成過程のあり方をみるという
アプローチを用いて追究した。 
（5）行政法の「複線的発展モデル」と行政法を構成する「トリアーデ」というモデルを用いた
本研究は、市場経済移行諸国の行政法について、行政法の「単線的発展モデル」が看過したこ
れら諸国の行政法に関する新たな知見、現状認識、そして、将来展望を明らかにすることをめ
ざした。そして、「単線的発展モデル」に属するとされてきた日本の行政法にも、それが看過し
てきたものを示唆したり、改めてその省察を行ったりする機会を提供することを試みた。 
 
４．研究成果 
（1）本研究の当初に設定した市場経済移行諸国の行政法の法典化を分析するための三つの制約
条件、すなわち、①市場経済化を促す行政法の法典化、②ドナーとレシピエントが協働するグ
ローバル空間と接合する行政法の法典化、③法実務と法理論の蓄積を欠いた行政法の法典化と
いう制約条件は、例えば、中国、モンゴル、ウズベキスタンおよびベトナムにおける一般行政
法典、行政手続法、行政不服審査（復議）法等の包括的または部分的な法典化が有する独自性
を把握するための有効な視角を提供した。とくに、③法実務と法理論の蓄積を欠いた行政法の
法典化という制約条件は、西欧・日本の法典化が、理論と実務の蓄積を前提とするものである
のに対して、市場経済移行諸国のそれは、まずは法典化ありきという逆立ちした法典化であり、
この種の法典化が、行政法の理論と実務の発展を促すというある種のイノベーション機能を発



揮するための前提となることが明らかとなった。この点で、行政法の理論、実務および制度と
いう三つの要素の相互作用が行政法の発展を促す「トリアーデ」となるという「モデル」を用
いるならば、市場経済移行諸国にあっては、この「トリアーデ」が確立する段階に先行する段
階、すなわち、 
法典化が理論と実務を生成し、次の段階である「トリアーデ」の確立への移行を準備するとい
う行政法発展の先行的蓄積段階にあること、そして、これが、市場経済移行諸国では行政法の
発展のためには経過しなければならない段階となっているという比較行政法の新たな知見が得
られた。 
（2）行政法の実務と法理論の蓄積を欠いた法典化が実務と理論の改革、そして行政法の独自の
発展を促すイノベーション機能をもつことは、本研究で明らかとなった。しかし、このイノベ
ーション機能が発揮されるためには、本研究が当初想定していなかった克服すべき法に関する
旧い思考様式（古習の惑溺）の堅固な存在があることが判明した。行政法の法典化が理論と実
務のイノベーションへとつながるためには、これまで法の適用のみを行い法解釈をしないとい
う「法的思考様式」に縛られていた法実務が行政法発展の桎梏となっていることが認識され、
概念法学的解釈にしろ目的論的解釈にしろ、市場経済移行諸国の法律家にとってなじみのなか
った法解釈が習得され、法解釈の定着を通して、行政法の実務と理論の見直しへと進むことは
焦眉の課題であることが明らかとなった。 
（3）本研究は、市場経済移行諸国における行政法が、行政法の発展に向けた先行的蓄積段階に
あることを明らかにした。しかし、これら諸国における行政法の将来の発展が、必ずしも西欧
の行政法の歴史が語るような「普遍的発展モデル」に沿って進むものではないこと、そして、
それとは差異化し分岐した軌道を進む徴候がみられることも明らかとなった。この新たな知見
は、行政法の発展について「普遍的発展モデル」を「標準」とし、これを当てはめて行政法の
現在と将来を判断・評価してきたドナー諸国の比較行政法にも、その省察を求めるものとなっ
ている。 
（4）本研究最終年度（2018 年度）における現地調査とその分析・検討の結果、市場経済移行
諸国の行政法には、行政法発展の分岐、すなわち、「トリアーデ」を構築し西欧の行政法発展の
軌道に入った国（「普遍的発展モデル」が妥当するラトビア）もあれば、この間の本研究が明ら
かにしたように、なおも「トリアーデ」の生成過程にあって、西欧の発展とは異なる独自の行
政法発展の軌道にあることを示す国（「複線的発展モデル」が妥当するアジア市場経済移行諸国）
もあることが分かった。市場経済移行諸国における法典化後の行政法発展には分岐がみられ、
「複線的発展モデル」が妥当する諸国にあっても、それが「普遍的モデル」へと向かう「過渡
期」という一面を有するとともに、それ自身の独自の行政法の発展がそこにはあることも明ら
かにした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（5）そこで、「複線的発展モデル」が妥当する国に対し行政法制度整備支援を行う場合、どん
なアプローチが適切かについても検討を行った。これに関する本研究最後の企画として、ドイ
ツのツィーコー教授とアメリカのラバース教授を招き議論を行った。民主主義の課題は棚上げ
して形式的法治国（薄い概念としての法治国）の漸進的な発展を目指し、法解釈論に基づく「法
適用の大胆さ」という学者と実務家による挑戦に期待するツィーコー教授、民主主義の諸制度
を重視し、市民社会との協働の強化をめざすラバース教授という二人のアプローチの「違い」
が、そこでは明らかとなった。この二つのアプロ―チは、「複線的発展モデル」が妥当する国に
対する行政法制度整備支援を行う際の座標軸と位置づけることができるものである。 
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